
建築基準法施行令第137条の7は、既存不適格建築物の増改築に関する規定です。
増改築が基準時における敷地内で行われ、かつ、基準時における敷地面積に対し
て容積率や建蔽率の規定を満たす場合に、増改築が可能です。






